
経済活動における市民社会のルール

＊開催日 ９月３日(木)/４日(金) １ 民法とは

＊時間 １日目　9：30～17：00   人・物・権利と義務の世界、契約と事故

２日目　9：00～16：00 ２ 取引の主体

＊定員 ３０名   取引能力と保護の制度

＊日数 ２日 ３ 契約締結プロセスの問題

＊研修場所 道庁別館   意思表示のトラブル

＊対象者 係長(同相当職) ４ 契約違反に関わるルール

採用後３年以上の一般係員   契約不適合責任、債務不履行

＊研修方法 講義、演習 ５ 消費者とリスク

  勧誘、広告の規制と消費者保護

６ 消費者とリスク

  商品の欠陥、悪質商法

７ 物に対する権利
  物の所有と利用のルール、現代的問題

８ 家族と財産の問題
  親子、婚姻に関わる法制度の動向

　   　  9:30 開講・オリエンテーション 　 契約違反に関わるルール 

民法とは 　 消費者とリスク

取引の主体  　物に対する権利

契約締結プロセスの問題 　 家族と財産の問題

 16:00～ 事後調査　閉講

終了 17:00

※研修の進め方、内容が変更になることもございますのでご了承ください。

予定講師

予定研修日程

１日目 ２日目

 9:00    開始　

詳　細 予定研修科目

一般研修

民　法
～民法の主要な項目について基本的な知識を修得～

研修目標 特徴ＰＲ

個人の生活を規律する最も基本的な法律である
「民法」についての構成と条文の解釈を学ぶ。また、
公法人である地方公共団体の活動がどのように法律
と関係するかを理解し、実務への応用を目指す。

地方公共団体の活動領域が広がる中、私法の規定が

適用される場面も広がっています。研修では、公法と
の関連における適用や解釈を学んでいただくことで、
実務で活かせる法知識を修得することができます。

実務で活かせる法知識を修得する行政実務への応用を目指す

※１日目と２日目の時間帯が異なりますのでご注意ください。

北海道大学法学部卒業。北海道大学大学院法学研究科博士後期課程修了、博士(法学)。２０２０年より

札幌大学に着任。同大学地域共創学群法学専攻にて、民法および消費者法の授業を担当。
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